
５月は児童福祉月間です　期間：５月１日～５月 31 日
「ありがとう　つたわるこころが　うれしいよ」
　子どもや家庭，子どもの健やかな成長について社会全体で考えることを目的に，様々な事業や行
事を全国的に行います。

▼ 

地
域
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
ふ
る
さ
と

ふ
れ
あ
い
事
業
基
金
を
利
用
し
て
み
ま

せ
ん
か

企
画
財
政
課�

☎
８
９-

３
３
３
２

　

飲
用
井
戸
等
か
ら
ヒ
素
・
フ
ッ
素
等
が
水
道
法
上

の
水
質
基
準
を
上
回
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
物
質
を

除
去
で
き
る
浄
水
器
を
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
設

置
す
る
世
帯
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

○
�
�
�
�

�
�
�
�

　

�

ヒ
素
、
フ
ッ
素
、
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒

素
、
塩
化
物
イ
オ
ン
、
有
機
物
、
鉄
、
マ
ン
ガ
ン

○
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

・�

簡
易
水
道
、
専
用
水
道
、
飲
料
水
供
給
施
設
及
び

水
道
計
画
区
域
外
で
、
自
己
水
源
に
よ
り
飲
料
水

を
確
保
し
て
い
る
方

・
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

・�

住
宅
を
借
り
て
い
る
場
合
は
、
賃
貸
人
の
承
諾
が

得
ら
れ
る
方

・
販
売
、
営
業
目
的
で
の
施
設
整
備
で
は
な
い
方

・�

事
業
を
町
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
よ
り
施

行
し
た
方

○
�
�
�
�

�
�
�
�

　

設
置
費
用
が
10
万
円
以
上
の
も
の
に
限
り
、
補
助

対
象
経
費
の
５
分
の
１
（
上
限
４
万
円
）
を
補
助
し

ま
す
。

○
�
�
�
�

�
�
�
�

　

必
ず
浄
水
器
の
設
置
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
事
前
に
申
請
な
く
設
置
し
た
も
の
は
補
助
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
、
環
境
衛
生
課
上
下
水
道
係
ま
た
は
各

支
所
町
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼ 

浄
水
器
設
置
事
業
補
助
金
制
度
に
つ
い
て

環
境
衛
生
課�
☎
８
９-

３
３
３
６

　

油
木
・
神
石
・
豊
松
地
区
の
公
民
館
事
務
局

を
４
月
中
に
各
支
所
内
に
移
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
利
用
許
可
申
請
書
等
の
提
出
や
お
問
い
合

わ
せ
は
各
支
所
内
の
公
民
館
事
務
局
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。

●
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

※
電
話
番
号
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
（
各
支
所
へ
転
送
さ
れ
ま
す
）。

　

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
は
各
支
所
の
番
号
に
変
わ
り
ま
す
。

　

油
木
公
民
館　

ＦＡＸ
８
２
‐
０
４
０
６

　

神
石
公
民
館　

ＦＡＸ
８
７
‐
０
３
４
０

　

豊
松
公
民
館　

ＦＡＸ
８
４
‐
２
４
６
３

▼ 

４
月
か
ら
公
民
館
事
務
局
が

　

各
支
所
に
移
り
ま
す

教　

育　

課�

☎
８
９-

３
３
４
１

設
整
備
、
地
域
ぐ
る
み
で
行
う
防
犯
灯
整
備
な
ど
）

・
助
成
金
額
：�

対
象
事
業
費
の
原
則
８
割
以
内
、

限
度
額
５
０
０
万
円

　
　
　
　
　
　

�（
利
用
者
が
限
定
さ
れ
る
施
設
整

備
（
班
の
集
会
所
）
は
、
原
則
５

割
以
内
、
限
度
額
３
０
０
万
円
）

　
　
　
　
　
　
　

�

※�

た
だ
し
、
申
請
状
況
に
よ
っ
て
は
、
助
成

率
、
助
成
金
額
の
変
更
も
あ
り
え
ま
す
。

�
�
方
法
・
�
�
時
期

①�

と
②
に
つ
い
て
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、各
支
所
町
民
課
（
三
和
地
区
は
企
画
財
政
課
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③�

は
６
月
30
日
ま
で
に
企
画
財
政
課
に
事
業
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

企
画
財
政
課
、
支
所
町
民
課
又
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

応
募
要
領
を
ご
覧
の
う
え
、
所
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

　

審
査
会
の
審
査
に
よ
り
、
助
成
金
の
交
付
を
決
定

し
ま
す
。

①�

と
②
に
つ
い
て
は
町
内
４
地
区
に
お
い
て
、
申
請

状
況
に
よ
り
毎
月
中
旬
に
開
催
予
定
で
す
。

③�

に
つ
い
て
は
、
審
査
会
を
７
月
に
開
催
予
定
（
年
１

回
）で
す
。
日
時
が
決
定
し
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
�
�
�
�
�
�
�

　

企
画
財
政
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課

　

神
石
高
原
町
は
、「
人
と
自
然
が
輝
く
高
原
の

ま
ち
」
を
め
ざ
し
、
個
性
と
創
造
に
満
ち
た
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
に
行
う
事
業
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

地
域
活
性
化
の
た
め
に
ぜ
ひ
「
神
石
高
原
町
ふ
る

さ
と
ふ
れ
あ
い
事
業
基
金
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

事
業
内
容

①
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
育
成
事
業

　

町
内
の
団
体
等
が
、
ま
ち
づ
く
り
、
人
づ

く
り
の
た
め
に
行
う
事
業
に
助
成

（
地
域
イ
ベ
ン
ト
、
交
流
事
業
、
事
業
費
30
万

円
以
内
の
ハ
ー
ド
事
業
な
ど
）

・
助
成
金
額
：
対
象
事
業
費
の
原
則
８
割
以
内

②
学
習
活
動
支
援
事
業

　

町
内
の
団
体
等
が
行
う
ま
ち
づ
く
り
等
学

習
会
、
研
修
会
等
の
開
催
に
助
成

・
助
成
対
象
：�
必
要
経
費
の
う
ち
講
師
及
び
指

導
者
の
謝
金
及
び
旅
費
（
宿
泊

費
を
含
む
）

・
助
成
金
額
：
１
件
��
万
円
以
内

③
ま
ち
づ
く
り
助
成
事
業

　

町
内
の
団
体
等
が
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

に
行
う
施
設
整
備
事
業
に
助
成

（
公
園
整
備
、
文
化
財
・
地
元
材
を
活
用
し
た
施

　

平
成
21
年
４
月
１
日
か

ら
神
石
高
原
こ
ど
も
医

療
制
度
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
制
度
は
、
医
療

機
関
で
の
支
払
い
が
減
額

さ
れ
、
１
つ
の
医
療
機
関

ご
と
に
１
日
上
限
５
０
０

円
、
１
カ
月
同
じ
医
療
機
関
に
受
診
さ
れ
る
場
合

は
、
通
院
４
日
、
入
院
14
日
ま
で
で
、
そ
れ
以
降

の
支
払
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
者
に
は
、
受
給
者
証
と
申
請
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課
ま
で
提
出
く

だ
さ
い
。

�
�
�

　

小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
の
方

利
用
方
法

・
県
内
の
医
療
機
関
で
診
察
を
受
け
る
場
合

　

�　

保
険
証
と
受
給
者
証
を
医
療
機
関
窓
口
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
県
外
の
医
療
機
関
で
診
察
を
受
け
る
場
合

　

�　

受
給
者
証
が
使
用
で
き
な
い
た
め
、
後
日
福

祉
課
か
ら
医
療
費
の
差
額
を
支
給
し
ま
す
。
領

収
証
、
通
帳
、
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
福
祉
課
ま

た
は
各
支
所
町
民
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

神
石
高
原

　

こ
ど
も
医
療
制
度
が
で
き
ま
し
た

福　

祉　

課�

☎
８
９-

３
３
３
５

　

多
く
の
み
な
さ
ん
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し

た
『
す
こ
や
か
め
い
と
』
を
４
月
１
日
か
ら
、

機
器
の
老
朽
化
に
よ
る
故
障
や
部
品
の
製
造
中

止
等
の
た
め
、
休
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
利
用
者
の
方
、
ま
た
、
協
力
員

の
み
な
さ
ん
、
長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
な
お
、
血
圧
計
と
し
て
利
用
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
引
き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼ 

高
齢
者
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

　
（
す
こ
や
か
め
い
と
）
の

　

休
止
に
つ
い
て

保　

健　

課�

☎
８
９-

３
３
６
６

　

集
会
所
用
地
や
集
会
所
家
屋
な
ど
、
公
益
の
た

め
に
直
接
使
用
し
て
い
る
土
地
及
び
家
屋
（
有
料

で
使
用
し
て
い
る
も
の
を
除
く
）
に
か
か
る
固
定

資
産
税
は
申
請
に
よ
り
減
免
と
な
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
固
定
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
５
月

22
日
（
金
）
ま
で
に
住
民
課
税
務
係
ま
た
は
、
各

支
所
町
民
課
町
民
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

固
定
資
産
税
の
減
免
に
つ
い
て

住　

民　

課�

☎
８
９-

３
３
３
４

　

町
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
業
務
委
託
、
物
品

購
入
、事
務
機
器
等
賃
貸
借
の
競
争
入
札
（
見
積
）

に
参
加
す
る
に
は
事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。
５

月
中
に
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
の
で
、
町
と
取
引

を
希
望
さ
れ
る
未
登
録
業
者
の
方
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
決
ま
り
し
だ
い
、
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

▼ 
平
成
21
・
22
年
度
競
争
入
札
（
見
積
）

参
加
資
格
審
査
申
請
追
加
受
付
の
お
知

ら
せ

総　

務　

課�

☎
８
９-

３
３
３
０
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